
 
 

令和２年７月３１日 

消 費 者 庁  

 

 

特定商取引法に基づく行政処分について 

 

 

関東経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので

公表します。 

本件は、特定商取引法第６９条第３項の規定に基づき、消費者庁長官の

権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 



        

消 費 者 庁  同 日 発 表         令 和 2 年 7 月 3 1 日 
 

特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令（6か月）

及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務禁止命令 

（6か月）をしました 

関東経済産業局は、寝具（以下「本件商品」といいます。）を販売する訪問

販売業者である株式会社ティーアールエス（群馬県渋川市）（以下「同社」

といいます。）に対し、令和 2年 7月 30日、特定商取引に関する法律（以下

「特定商取引法」といいます。）第 8 条第 1 項の規定に基づき、令和 2 年 7

月 31日から令和 3年 1月 30日までの 6か月間、訪問販売に関する業務の一

部（勧誘、申込受付及び契約締結）を停止するよう命じました。 

 

あわせて、同社に対し、特定商取引法第 7条第 1項の規定に基づき、今回の

違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しまし

た。 

 同社に関して認定した違反行為は、以下のとおりです。 

 ・氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘目的不明示） 

・迷惑勧誘 

また、関東経済産業局は、同社内において「会長」と呼称される曽我真澄、

代表取締役大塚雅友及び営業本部長佐藤郷に対し、特定商取引法第 8条の 2

第 1項の規定に基づき、令和 2年 7月 31日から令和 3年 1月 30日までの 6

か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の訪

問販売に関する業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務

を担当する役員となることを含みます。）の禁止を命じました。 

 

処分の詳細は別紙 1から 4のとおりです。 

 

なお、関東経済産業局は、特定商取引法第 69 条第 3 項の規定に基づき、消

費者庁長官の権限委任を受けて、本処分を実施しました。 

また、本処分は、関東経済産業局と群馬県が連携して調査を行い、群馬県も

令和 2 年 7 月 30 日付で同社に対する特定商取引法に基づく行政処分（業務

停止命令（6か月）及び指示）並びに同社の代表取締役等に対する業務禁止

命令（6か月）を行いました。 
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〇 消費者ホットライン（全国統一番号） 188（局番なし） 

身近な消費生活相談窓口を御案内します。 

※一部の IP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 

〇 最寄りの消費生活センターを検索する 

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 

 

 

【本件に関するお問合せ】 

 

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消

費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で

承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話

を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・

仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

北海道経済産業局消費者相談室  電話  011-709-1785 

東北経済産業局消費者相談室       022-261-3011 

関東経済産業局消費者相談室       048-601-1239 

中部経済産業局消費者相談室       052-951-2836 

近畿経済産業局消費者相談室       06-6966-6028 

中国経済産業局消費者相談室       082-224-5673 

四国経済産業局消費者相談室       087-811-8527 

九州経済産業局消費者相談室       092-482-5458 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室  098-862-4373 
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（別紙 1） 

 

株式会社ティーアールエスに対する行政処分の概要 

 

1．処分対象事業者 

（1）名 称：株式会社ティーアールエス（法人番号 1070001025410） 

（2）代 表 者：代表取締役 大塚 雅友（おおつか まさとも） 

（3）本店所在地：群馬県渋川市渋川 898番地 26 

（4）資 本 金：300万円 

（5）設  立：平成 19年 11月 15日 

（6）取引類型：訪問販売 

（7）取扱商品：寝具 

 

2．事業概要 

株式会社ティーアールエス（以下「同社」という。）は、消費者に電話をし

て訪問を約束した上で、消費者宅を訪問し、営業所等以外の場所である同所

において、寝具（以下「本件商品」という。）の売買契約を締結していること

から、このような同社が行う本件商品の売買は、特定商取引に関する法律（以

下「特定商取引法」という。）第 2 条第 1 項に規定する訪問販売（以下に「訪

問販売」という。）に該当する。 

 

3．処分の内容 

（1）業務停止命令 

同社は、令和 2年 7月 31日から令和 3年 1月 30日までの間、訪問販売に関

する業務のうち、次の業務を停止すること。 

ア 同社の行う訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。 

イ 同社の行う訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。 

ウ 同社の行う訪問販売に関する売買契約を締結すること。 

 

（2）指示 

同社は、特定商取引法第 3 条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為

（勧誘目的不明示）及び同法第 7条第 1項第 5号の規定に基づく特定商取引に

関する法律施行規則（以下「施行規則」という。）第 7条第 1号の規定に該当

する訪問販売に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で

勧誘をする行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は同法

に規定する指示対象行為に該当するものであることから、今回の違反行為の発
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生原因について、調査分析の上検証し、当該違反行為の再発防止策を講ずると

ともに、コンプライアンス体制を構築し、これらを同社の役員及び従業員（ア

ルバイトの者も含む。）に、前記（1）の業務停止命令に係る業務を再開する

までに周知徹底すること。 

 

4. 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第 7条第 1項及び第 8条第 1項 

 

5．処分の原因となる事実 

同社は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、「訪問販

売に係る取引の公正及び」「購入者等の利益が著しく害されるおそれがある」

と認定した。 

（1）氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘目的不明示）（特定商取引法第 3

条） 

同社は、遅くとも平成 31 年 1 月以降、訪問販売をしようとするとき、そ

の勧誘に先立って、その相手方に対し、まず、訪問の約束をするための電話

において、「電気の点検と、あと、中に溜まった水分汚れを取ってくんで。」、

「機械のものでしたから、安心して使っていただくようにってことで、具合

の方、その場で見て回っていたんです。」などと羽毛布団や電気布団などの

寝具の点検及び清掃のために訪問する旨のみを告げて消費者宅を訪問し、訪

問時にも、「今日はお母さんのためにしっかりやっていきますよ。」、「機械の

ものなんで、そういう具合見たりとか、そういったメンテナンスしちゃうん

で、布団はすぐ見れますか。」などと、電話で訪問を約束した際に告げたと

おり寝具の点検及び清掃のために訪問した旨のみを告げ、その日の訪問が本

件商品の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにして

いない。 

 

（2）迷惑勧誘（特定商取引法第 7 条第 1 項第 5 号に基づく施行規則第 7 条第 1

号 

同社は、遅くとも平成 30年 9月以降、高齢の消費者宅に長時間滞在して、

消費者が繰り返し契約を締結しない旨の意思を表示しているにもかかわらず

繰り返し執拗に勧誘を続け、本件商品の売買契約について迷惑を覚えさせる

ような仕方で勧誘を行っている。 

 

6．勧誘事例 

【事例 1】氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘目的不明示） 
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同社の山形支店の従業員Ｚは、平成 31 年 1 月、消費者Ａに電話をかけ、

Ａ宅を同社の従業員が訪問する旨の約束をする際に、「電気の布団の手入れ

のほうで、今日、回ってたんで。」、「電気の点検と、あと、中に溜まった水

分汚れを取ってくんで。」などと、Ａ宅のその日の訪問目的が、Ａが普段使

用している電気布団の点検及び清掃のためである旨のみを告げて訪問の約

束を取り付けた。当該約束を取り付けた後、Ｚは、「電気の布団販売してる

会社。」などと、同社が本件商品の販売もしている旨には言及しつつも、Ａ

宅のその日の訪問目的が本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的

である旨を告げなかった。 

 その後、同社の山形支店の従業員Ｙは、同月、電話での訪問約束に基づい

てＡ宅を訪問した際、Ａに対し、「お布団の販売している会社ね。なんかい

い布団あったら買って下さいね。」と、同社が本件商品の販売もしている旨

には言及しつつも、その直後に、「昨日電話してね。」、「今日はお母さんのた

めにしっかりやっていきますよ。」などと、その日のＡ宅の訪問目的が、飽

くまで、電話で訪問を約束した際に告げたとおり、Ａが普段使用している電

気布団の点検及び清掃のためのみであるかのように告げるなどして、勧誘に

先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を告げ

ないまま、Ａが普段使用している電気布団を点検してその不具合を指摘した

り、当該電気布団の修理を勧めるかのように告げた上で、修理後の電気布団

の見本品と称して本件商品の見本品をＡ宅に持ち込み、その購入を勧めて、

本件商品の売買契約の締結についての勧誘をした。その結果、Ａは、その場

で、本件商品の売買契約を締結した。 

 

 

【事例 2】氏名等の明示義務に違反する行為（勧誘目的不明示）、迷惑勧誘 

同社の水戸支店の従業員Ｘは、令和元年 5月、80歳代の消費者Ｂに電話を

かけ、Ｂ宅を同社の従業員が訪問する旨の約束をする際に、「機械のもので

したから、安心して使っていただくようにってことで、具合の方、その場で

見て回っていたんです。」、「その場で具合見てますから、お布団だけ見れる

とこに出しておいてもらえればですね。」などと、Ｂ宅のその日の訪問目的

が、Ｂが普段使用している電気布団の点検等のためである旨のみを告げて訪

問の約束を取り付けた。Ｘは、当該約束を取り付けた後に、「僕たちも布団

屋ですからね、販売とかもしてますから、ほしいのがあったら、言ってくだ

さい。」などと、同社が本件商品の販売もしている旨には言及しつつも、Ｂ

が「お金はじゃ、取られないんでしょ。」と質問したのに対しては、「うん、

その場で見ているので、それは取んないでやってあげてるよ。ただ、中には
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故障しちゃってる人も中にはいて、そういうときは預かって直すんで。」、「そ

うならないように見て回って。」などと答えるなど、Ｂ宅のその日の訪問目

的が本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を告げず、む

しろ当該目的がないかのように告げた。 

 その後、同社の水戸支店の従業員Ｗは、同月、電話での訪問約束に基づい

てＢ宅を訪問した際、Ｂに対し、「お布団の方でお電話してましたティーア

ールエスの僕Ｗって言うんで。」、「僕たちの会社、販売とか紹介ですね、あ

とはお手入れのアドバイス、そういうのやってますんで。」と、同社が本件

商品の販売もしている旨には言及しつつも、「今日はどういうこと。」とＢか

ら訪問目的を問われるや、「機械のものなんで、そういう具合見たりとか、

そういったメンテナンスしちゃうんで。布団はすぐ見れますか。」と述べる

など、その日のＢ宅の訪問目的が、飽くまで、電話で訪問の約束を取り付け

た際に告げたとおり、Ｂが普段使用している電気布団の点検及び清掃のため

のみであるかのように告げ、勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結に

ついて勧誘する目的である旨を告げずに、以下のように本件商品の売買契約

の締結について勧誘を行った。 

まず、Ｗは、Ｂの電気布団の清掃を行い、清掃を終えると、電気布団から出

てきた汚れと称するものをＢに示して、「これ実際お母さん、何の汚れか。

カビ、そうですねー、下に溜まってるんですけど。この見えないかなあ、粉

が下に溜まっているこの粉、この粉、これはカビの胞子なんですが、これあ

の人間の体から出たものなんです。」、「お母さんもこういった汚れ入れて使

うのとさぁ、汚れた湿気なんだけど、汚れ湿気入れて使うのと、入れないよ

うにして使うのと、どっちがいいですか。」、「ちゃんとあの、2、3 日、うち

の方で預かって、きれいにできますから。」、「2、3日預かって大丈夫ですか。」

などと、電気布団のクリーニングを勧めるかのように告げ、さらに、「今は、

リフォームという言葉になりましたけど、打ち直しができるんです。」など

と、電気布団の打ち直しを勧めるかのように告げた上、「どうなるか分かん

ないと思うので見本だけ見せますね。」などと告げ、本件商品の見本品をＢ

宅に持ち込んだ。 

 これに対して、Ｂが、「大変だ、金かかって。」、「金なんかないよ。」、「今

んとこ、気持ちがだめ。」などと契約を締結しない旨の意思を表示すると、

Ｗは、「電気だったら、下取って、これ新品で出すことできる。」などと、見

本品として持ち込んだ本件商品を購入するよう勧めた。これに対し、Ｂは、

「全然頭にないもん。」、「あー失敗したなぁ。じゃあ、やってもらって失敗

したよ、今日は。」、「だってそんなに金かかるとは思わなかった。」、「わかっ

たら怒られちゃう。金もないのに。」、「ほんと勘弁してください。色々説明
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してもらったけど、とにかく金かかることだから。」、「力になれない。買う

気になれないの。」などと言って、繰り返し契約を締結しない旨の意思を表

示した。それにもかかわらず、Ｗは、「お母さんも汚れ湿気ないほうがいい

でしょう。」、「お母さんこういった機会だからこれだけは任してよ。」、「なん

で怒られるんですか、自分のお金じゃないですか、お母さん。」、「それをや

るから元気になるんですよ、お母さん。何かを変えなきゃいけないんだよ。」、

「僕はもうこれだけ買ってもらえればいいです。」などと告げて、引き続き、

本件商品の売買契約の締結について繰り返し勧誘を行い、一方的に代金の支

払方法や支払時期の相談へと話を進めるなどし、その結果、Ｂは、その場で、

見本品として示された本件商品の売買契約を締結した。 

 Ｗは、Ｂ宅に約 3時間滞在し、その間、本件商品の売買契約の締結につい

て、以上のようなやりとりをしながら、勧誘を続けた。 

 

 

【事例 3】迷惑勧誘 

同社の三条支店の従業員Ｖは、平成 30 年 9 月、80 歳代の消費者Ｃの自宅

を訪問し、本件商品の売買契約の締結について、以下のように勧誘をした。 

まず、Ｖは、Ｃに対し、Ｃが普段使用している電気布団を掃除する旨を告げ、

布団の汚れが掃除機の中の水に抽出されるとする掃除機を使用して布団の

掃除をし、掃除機の水にたくさんの埃のような汚れと称するものが出てきた

のをＣに示して、「これ体によくないですよ。」、「ちゃんとした使い方がある

んで。それだけはちゃんと僕らも教えているんで、そうすれば汚れないで安

全に使えるんで。」、「今の使い方だと要はへこんだり、機械がおかしくなっ

ちゃうんで、使い方を変えないとだめなんですよ。」などと、Ｃが電気布団

をより適切に使用することができる方法を指導するかのように告げながら、

「下と上に、寝汗や湿気が入らないように敷くわけなんです。」、「で、あと、

よければね、電気は目に見えないけれど、ちゃんと電気は上に向かって出て

るんで、それが逃げないように、綿やビニールの布団じゃなくて、いまはみ

んな羽毛なんで、それを掛けてあげるのが体にいい使い方なんですよ。」な

どと告げ、本件商品の見本品を持ち込んで示しながら、購入を勧めた。 

 これに対し、Ｃは、「これ（注：見本品）なくて、これ（注：普段から使

用している電気布団）だけでいいじゃん。」、「これ（注：普段から使用して

いる電気布団）で終わりでいいよ。あーこれでいい。こんだけで。」、「なん

で買ったのって、息子に怒られちゃう。」、「とってもじゃないけど払えな

い。」、「いらない。金払うのやだ。そんな大金払えないもん。」などと言って

契約を締結しない旨の意思を繰り返し表示したが、その都度、Ｖは、話題を
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変えて雑談する又は本件商品の効果について同じ話を繰り返すなどしなが

ら、「一番高いのは、やっぱ掛布団なんで、それを最低限取ってしまって、

やったほうがいいかなっていう。下だけ完璧にして、それで頑張ってみます

か？」などと告げて勧誘を続けた。それでも「いいよ。いらない。」などと

断るＣに対して、Ｖは、一方的に代金の支払方法や支払時期の相談へと話を

進めるなどし、その結果、Ｃは、結局、その場で、見本品として示された本

件商品の売買契約を締結した。 

 Ｖは、Ｃ宅に約 2時間半滞在し、その間、本件商品の売買契約の締結につ

いて、以上のようなやりとりをしながら、勧誘を続けた。 

 

 

【事例 4】迷惑勧誘 

同社の千葉支店の従業員Ｕは、平成 30年 12月、80歳代の消費者Ｄの自宅

を訪問し、本件商品の売買契約の締結について、以下のように勧誘をした。 

 まず、Ｕは、訪問してきたＵに布団は買わない旨を繰り返し伝えるＤに対

し、「買わなくていいんですよ。」、「ちょっと消毒だけやってくから。」と、

Ｄが普段使用している布団を掃除するためだけに訪問した旨を告げ、布団の

掃除をした上で、「汚れ、見てみようか。」などと告げて、掃除して出てきた

汚れと称するものをＤに示して、「（注：布団を買ってから）１０年もたって

ねえけど、すごい汚れだね。」、「お母さん、汚れがたまったままで、この掛

け布団から虫とか出てきちゃうから。そうするとお母さん呼吸するんだか

ら、肺とかにもよくないんだから。」、「これくるむやつ、みんなそれ使って

るよ。」、「そうすると、汚れも入んないし、そのくるむやつが毛布みたいに

もこもこしてるから、一枚で寝て、あったかさも逃げないし。」、「これ買っ

てる人は大概セットで買いますこれ。健康ケット。このゲルマニウムの布団

専用にくるむ健康ケット。これあったかいんで、健康にもいいですね。」、「そ

れだけお店行って買ってきてください。」と、本件商品の購入を勧め、Ｄが、

「どういう店で売ってんの？」などと興味を示すと、「見本品あるから見せ

てあげるよ。」と、持参していた本件商品の見本品をＤ宅に持ち込み、「在庫

はあるから、買いに行けないっていう人には出してあげるけど。」などと、

持ち込んだ本件商品の見本品を購入するよう勧めた。 

これに対し、Ｄは、「いくらするの？」と興味を示したものの、Ｕが価格を

伝えると、「それじゃ、とても買えねえや。しょうがねえ。」、「そんな高くち

ゃ買えねえ。」などと言って契約を締結しない旨の意思を表示したが、Ｕは、

「金は後で大丈夫ですから。」、「こっからね、これ引いてあげますから。」、「先

ほどの値段が２点セットだったんですけど、単品で特別安くして出していい
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っていうことになって、許可もらったんで。」などと値引きを提案するなど

して引き続き勧誘し、それでも「結構です。すみません。気を使ってもらっ

て悪いけど、とても買えそうにもないですから。」、「布団は買わないことに

決めたんだから。」、「金の要ることが目に見えてるから。悪いけど結構です。」

などと言って繰り返し契約を締結しない旨の意思を表示するＤに対して、Ｕ

は、一方的に分割払いによる代金の支払方法や支払時期の相談へと話を進め

るなどし、その結果、Ｄは、結局、その場で、見本品として示された本件商

品の売買契約を締結した。 

Ｕは、Ｄ宅に約 2時間半滞在し、その間、本件商品の売買契約の締結につい

て、以上のようなやりとりをしながら、勧誘を続けた。 

 

 

【事例 5】迷惑勧誘 

同社の本社の従業員Ｔは、令和元年 6月、80歳代の消費者Ｅの自宅を訪問

し、本件商品の売買契約の締結について、以下のように勧誘をした。 

まず、Ｔは、Ｅに対し、「しっかりケアしていきますね。」と、Ｅが普段使用

している羽毛掛け布団を掃除する旨を告げ、羽毛掛け布団を掃除しながら、

「黒くなってるっていうの分かる？」、「結局中見えないから、中がカビるわ

け。」、「なぜカビるか分かる？汗と湿気。汗と湿気なの。」、「こういう風に真

っ黒くなりながらカビながら使うのと、真っ黒くならないでカビないで使う

の。どっちで使っていきたい、お母さんは？」などと告げ、「これをちゃん

と使うために、新しく買うっていうのは大変だから。だからこそ汚れてる、

もう現状汚れてるから、これに関しては 1回は、中の汚れとカビ取り、それ

だけして使って下さい。」などと、羽毛布団のクリーニングを勧めるかのよ

うに告げた。それに対し、Ｅが、「それも高いもんだって。」、「そんなお金は

ないんだよ。」、「先立つものがなくちゃ出来ない。」、「ダメだよ今。もう、本

当金ないんだもん。」などと、羽毛布団のクリーニングについて断る意思表

示をしても、Ｔは、「大丈夫だよ。」などと告げて同じ話を繰り返し、羽毛布

団のクリーニングを勧め続けながら、Ｅが引き続き「今本当にお金ないから

ダメなんだよ。余計なこと出来ないんだよ。」、「年金は生活費だよ。生きて

いけないって言ってるじゃん。」などと言って再三断わったものの、Ｔは、

これを聞き入れずに、今度は、Ｅの羽毛掛け布団を打ち直す提案をし、「こ

ういったときに、打ち直して、生地だけ見本見せないといけないのね。」な

どと告げた上で、本件商品の見本品をＥ宅に持ち込んだ。そして、Ｔは、Ｅ

に対し、本件商品を新品で購入することができる旨告げ、それでも、「無理

だよ。」、「私こんなにお金ないの初めてだよ。嫌だ。」などと断り続けるＥに
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対し、「お母さん頑張ってね、年金が入ったら払うよって言ってくれたら、

今週だけやってるのが、手直しではなくて」、「下取りって名目にして、新品

でこれでいいよってこと。で、カバーもつける。」などと告げて、打ち直し

の価格で、Ｅ宅に見本品として持ち込んだ本件商品の売買契約の締結につい

て勧誘をした。 

これに対し、Ｅは、なお、「うわ。なんでここにきて高い支払いしなきゃ

ならないん。間違っちゃってる。」、「頭痛くなってきた。」、「19万って。倅な

んかに言えないよ。」などと言って契約を締結しない旨の意思を表示したに

もかかわらず、Ｔは、一方的に代金の支払方法や支払時期の相談へと話を進

めるなどし、その結果、Ｅは、結局、その場で、見本品として示された本件

商品の売買契約を締結した。 

 Ｔは、Ｅ宅に約 3時間滞在し、その間、本件商品の売買契約の締結につい

て、以上のようなやりとりをしながら、勧誘を続けた。 
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（別紙 2） 

 

曽我 真澄に対する行政処分の概要 

 

1 名宛人 

 曽我 真澄（以下「同人」という。） 

 

2 処分の内容 

（1）業務禁止命令の内容 

   特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）第 2条第 1項

に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）に関する業務のうち、次

の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する

役員となることを含む。）を禁止する。 

  ア 訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。 

  イ 訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。 

  ウ 訪問販売に関する売買契約を締結すること。 

（2）業務禁止命令の期間 

   令和 2年 7月 31日から令和 3年 1月 30日まで（6か月間） 

 

3 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第 8条の 2第 1項 

 

4 処分の原因となる事実 

（1）関東経済産業局長は、別紙 1のとおり、株式会社ティーアールエス（以下

「同社」という。）に対し、特定商取引法第 8条第 1項の規定に基づき、同

社が行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（2）同人は、同社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる

者（特定商取引法第 8 条の 2 第１項に規定する役員）であり、かつ、同社

が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に該当す

る。 
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（別紙 3） 

 

大塚 雅友に対する行政処分の概要 

 

1 名宛人 

  株式会社ティーアールエス 代表取締役 大塚 雅友（以下「同人」とい

う。） 

 

2 処分の内容 

（1）業務禁止命令の内容 

 特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）第 2 条第 1 項

に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）に関する業務のうち、次

の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役

員となることを含む。）を禁止する。 

  ア 訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。 

  イ 訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。 

  ウ 訪問販売に関する売買契約を締結すること。 

（2）業務禁止命令の期間 

   令和 2年 7月 31日から令和 3年 1月 30日まで（6か月間） 

 

3 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第 8条の 2第 1項 

 

4 処分の原因となる事実 

（1）関東経済産業局長は、別紙 1のとおり、株式会社ティーアールエス（以下

「同社」という。）に対し、特定商取引法第 8条第 1項の規定に基づき、同

社が行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（2）同人は、同社の役員であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に

主導的な役割を果たしていた。 
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（別紙 4） 

 

佐藤 郷に対する行政処分の概要 

 

1 名宛人 

  株式会社ティーアールエス 営業本部長 佐藤 郷（以下「同人」という。） 

 

2 処分の内容 

（1）業務禁止命令の内容 

 特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）第 2 条第 1 項

に規定する訪問販売（以下「訪問販売」という。）に関する業務のうち、次

の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役

員となることを含む。）を禁止する。 

  ア 訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。 

  イ 訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。 

  ウ 訪問販売に関する売買契約を締結すること。 

（2）業務禁止命令の期間 

   令和 2年 7月 31日から令和 3年 1月 30日まで（6か月間） 

 

3 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第 8条の 2第 1項 

 

4 処分の原因となる事実 

（1）関東経済産業局長は、別紙 1のとおり、株式会社ティーアールエス（以下

「同社」という。）に対し、特定商取引法第 8条第 1項の規定に基づき、同

社が行う訪問販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（2）同人は、同社の使用人であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行

に主導的な役割を果たしていた。 
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